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条

例

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
六
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

そ
の
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

イ

特
定
退
職
者
で
あ
つ
て
、
雇
用
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

か
つ
、
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
四
項
に

規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の

ロ

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
三
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
雇
用
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

に
相
当
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業

安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
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第
十
条
第
十
一
項
第
五
号
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
の
下
に
「
、
職
業
安
定
法
第
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
同
法
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る

職
業
紹
介
事
業
者
」
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

41

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八

条
ま
で
及
び
附
則
第
五
条
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
ロ

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
三
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
雇
用
保
険

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し

て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
十
一
項
第
五
号
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
十
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
新
条
例
附
則
第
四
十
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
退
職
職
員
（
退
職
し
た
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
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よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
所
定
給
付
日
数
か
ら
同

項
に
規
定
す
る
待
期
日
数
を
減
じ
た
日
数
分
の
同
項
の
退
職
手
当
又
は
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
規
定
を
適
用
し
た
場

合
に
お
け
る
そ
の
者
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
所
定
給
付
日
数
に
相
当
す
る
日
数
分
の
同
条
第
三
項
の
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
終
わ
っ
た
日
が
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以

後
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

退
職
職
員
で
あ
っ
て
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
又
は
同
法
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業
者
の
紹
介
に
よ
り
職
業
に
就
い
た
も
の
に
対
す
る

新
条
例
第
十
条
第
十
一
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
当
該
退

職
職
員
が
当
該
紹
介
に
よ
り
職
業
に
就
い
た
日
が
平
成
三
十
年
一
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
七
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
七
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
、
当
該
家
屋
に
」
を
「
に
は
、
当
該
家
屋
に
」
に
、
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
行
わ
れ
た
日
に
お
い
て
家
屋
の
取
得
が
な

さ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
た
日
に
お
い
て
家
屋
の
取
得
が
あ
つ
た
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
な
さ
れ
た
」
を
「
あ
つ
た
」
に
改
め
、
同
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条
第
三
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
の
専
有
部
分
」
を
「
に
規
定
す
る
専
有
部
分
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
「
専
有
部
分
」

と
い
う
。
）
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
一
棟
の
建
物
」
を
「
家
屋
」
に
、
「
共
用
部
分
」
を
「
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
（
次
項
及
び
第

六
項
に
お
い
て
「
共
用
部
分
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
に
規
定
す
る
計
算
の
例
に
よ
つ
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
」
を
「
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
」
に
、
「
程
度
等
」
を

「
程
度
そ
の
他
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
」
に
、
「
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
」
を
「
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
次
項
」
を

「
第
六
項
」
に
、
「
に
よ
つ
て
あ
ん
分
し
て
」
を
「
に
よ
り
按
分
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
又
は
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
が

さ
れ
た
」
を
「
が
あ
つ
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中

「
第
七
項
の
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を

「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
、
「
果
し
て
い
る
」
を
「
果
た
し
て
い
る
」
に
、
「
取
付
け
た
」

を
「
取
り
付
け
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
の
」
を
削
り
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」

に
改
め
、
「
同
条
第
二
項
の
」
を
削
り
、
「
同
法
」
を
「
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
に
規
定
す
る
計
算
の
例
に
よ
つ
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
」
を
「
の
規
定

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
」
に
、
「
に
よ
つ
て
あ
ん
分
し
て
」
を
「
（
居
住
用
超
高
層
建
築
物
に
係
る
共
用
部
分
の
み
の
建
築
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
専
有
部

分
の
床
面
積
の
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の
全
て
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合
）
に
よ
り
按
分
し
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
複
数
の
階
に
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
を
有
し
、

か
つ
、
当
該
専
有
部
分
の
個
数
が
二
個
以
上
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
居
住
用
超
高
層
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
専
有
部
分
の
取
得
が
あ
つ
た

場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
専
有
部
分
の
属
す
る
居
住
用
超
高
層
建
築
物
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
用
部

分
と
さ
れ
た
附
属
の
建
物
を
含
む
。
）
の
価
格
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
専
有
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
専
有
部
分
の
床
面
積
の
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
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物
の
全
て
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合
（
専
有
部
分
の
天
井
の
高
さ
、
附
帯
設
備
の
程
度
そ
の
他
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
事
項
に
つ
い
て
著
し
い
差
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
違
に
応
じ
て
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ

り
当
該
割
合
を
補
正
し
た
割
合
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
按
分
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
価
格
の
家
屋
の
取
得
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
不
動
産
取
得
税
を
課

す
る
。

一

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分

当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
（
当
該
専
有
部
分
に
係
る
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有

者
（
次
項
に
お
い
て
「
区
分
所
有
者
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
一
部
共
用
部
分
（
附
属
の
建
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
床
面
積
を
有
す
る
も
の
を
所

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
部
共
用
部
分
の
床
面
積
を
同
法
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
入
し
た
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
正
し
た
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
専
有
部
分

当
該
専
有
部
分
の
床
面
積

第
八
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
用
に
供
す
る
家
屋
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
に
係
る
割
合
）

第
八
十
二
条
の
二

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。

２

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。

３

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
三
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
七
条
第
八
項
」
を
「
第
七
十
七
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
の
二
第
七
項
、
第
九
十
三
条
の
三
第
七
項
、
第
九
十
三
条
の
四
第
七
項
及
び
第
九
十
三
条
の
五
第
七
項
中
「
第
七
十
七
条
第
八
項
」
を
「
第
七
十
七
条
第
九
項
」

に
改
め
る
。
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第
九
十
四
条
中
「
第
七
十
七
条
第
十
項
」
を
「
第
七
十
七
条
第
十
一
項
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
字
句
は
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、

「
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
」
を
削
る
。

第
二
百
十
六
条
第
一
項
中
「
対
し
」
を
「
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
同
項
第
八
号
」
を
「
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
同
項
第
九
号
」
に
改
め

る
。附

則
第
三
条
の
三
第
一
項
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同
一
生
計
配
偶
者
」
に
、
「
同
項
第
八
号
」
を
「
同
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
中
「
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
」
を
「
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
三
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
」

に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
六
第
二
項
中
「
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
各
号
」
に
、
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
」
を
「
自
動
車
」
に
、

「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附

則
第
三
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
百
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
の
六
第
二
項
の
改
正
規
定
は
平
成
三
十
一
年

一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
第
七
十
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
新
築
さ
れ
た
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
居
住
用
超
高
層
建
築

物
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
（
以
下
「
共
用
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部
分
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ
た
附
属
の
建
物
を
含
む
。
）
（
同
日
前
に
最
初
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
専
有
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
専
有
部
分
等
（
専
有
部
分
及
び
共
用
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
平
成
三
十
年
四
月
一
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
前
に
新
築
さ
れ
た
改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例

第
七
十
七
条
第
四
項
の
一
棟
の
建
物
（
同
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
用
部
分
と
さ
れ
た
附
属
の
建
物
を
含
む
。
以
下
「
特
定
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
専
有
部
分
等
の

取
得
、
同
日
以
後
に
新
築
さ
れ
た
特
定
家
屋
（
同
日
前
に
最
初
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
専
有
部
分
等

の
取
得
及
び
同
日
以
後
に
新
築
さ
れ
た
特
定
家
屋
（
同
日
前
に
最
初
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
専
有
部

分
等
の
施
行
日
前
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
第
八
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
附
則
第
九
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自

動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
八
号

青
森
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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青
森
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ご
み
処
理
施
設
の
う
ち
焼
却
施
設
又
は

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
」
を
「
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
」
に
、
「
ご
み
焼
却
施
設
等
」
を
「
要
縦
覧
等
一
般
廃
棄

物
処
理
施
設
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
ご
み
焼
却
施
設
等
」
を
「
要
縦
覧
等
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
」
に
改
め
、
同
表
第
十
九
号
中
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
汚
泥
の
焼
却
施
設
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
廃
油
の
焼
却
施
設
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
、
同
条
第
十

二
号
に
掲
げ
る
廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
物
若
し
く
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
物
の
焼
却
施
設
、
同
条
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
又
は
同
条
第
十
四
号
に
掲
げ

る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
」
を
「
法
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
に
、
「
汚
泥
焼
却
施
設
等
」
を
「
要
縦
覧
等
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
に
改

め
、
同
表
第
二
十
号
中
「
汚
泥
焼
却
施
設
等
」
を
「
要
縦
覧
等
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
九
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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第
一
条

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

青
森
県
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項
」
を
「
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
」
に
、
「
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
「
第
十

六
条
第
一
項
」
及
び
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え
、
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
又
は
第
二
十
九
条
第
八
項
」

を
「
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
二
十
九
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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